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告         示 

兵庫県告示第236号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定をする予定である。 

  令和元年７月19日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 保安林予定森林の所在場所 

美方郡香美町村岡区山田字広久1272の１、1273、1274の１、1274の２、1275から1305まで、1305の１、1306、

1306の１、1307、1310の１ 

２ 指定の目的 

  水源の涵
かん

養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農政環境部農林水産局豊かな森づくり課、但馬県民局豊

岡農林水産振興事務所及び美方郡香美町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

兵庫県公報 
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兵庫県告示第237号 

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条第１項の規定による同意を求めるための事前届出があった

ので、漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号）第５条第３項の規定により、届出に係る指定漁船調書

を縦覧に供する。 

  令和元年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 届出事項 

発起人の住所及び氏名 加入区 
漁船損害等補償法第113条第１項に規定する

申出をする漁業協同組合の名称 

兵庫県南あわじ市沼島2551番地 

伊 藤 正 富 

同 県同 市沼島2358番地 

前 川 仁 

沼島 沼島漁業協同組合 

２ 指定漁船調書の縦覧 

(1) 縦覧期間  令和元年７月19日から同年８月２日まで 

(2) 縦覧場所  沼島加入区  兵庫県南あわじ市沼島2367―２  沼島漁業協同組合 

 

兵庫県告示第238号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、尼崎市長から次の

とおり公共測量が終了した旨の通知があった。 

令和元年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量） 

２ 作業期間 

令和元年５月20日から同年６月28日まで 

３ 作業地域 

尼崎市南塚口町二丁目地内 

 

兵庫県告示第239号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、西宮市長から次の

とおり公共測量が終了した旨の通知があった。 

令和元年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（４級基準点測量） 

２ 作業期間 

令和元年５月７日から同年６月７日まで 

３ 作業地域 

西宮市神垣町地内 

 

兵庫県告示第240号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

  令和元年７月19日 
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兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

(令和年月日) 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル）

第Ｈ31北播位置 

0001号 
1.7.8 

小野市神明町字坂ノ上312番の一部、312番地先

里道 
5.0～5.5 48.4 

 

公 告 

県有地の一般競争入札による売払い 

 県有地を一般競争入札により売り払うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６の規定に

より、次のとおり公告する。 

  令和元年７月19日 

兵庫県知事 井 戸  敏 三  

１ 入札に付する県有地 

    売払物件 

物件 

番号 
所  在  地 

面 積 

（㎡）
地 目 

予定価格 

（千円） 

入札保証金

（千円）

カ 佐用郡佐用町佐用字中町3005番８ 287.90 宅地 3,454 346

キ たつの市龍野町北龍野字的場261番７ 297.62 宅地 8,780 878

２ 入札に参加する者に必要な資格 

    次に掲げる者以外の者であること。 

 (1) 成年被後見人 

 (2) 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

 (3) 民法（明治29年法律第89号）第17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被

補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

 (4) 民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定によりなお従前の例による

こととされる同法による改正前の民法第11条に規定する準禁治産者 

 (5) 民法第６条第１項の規定による営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な

同意を得ていない者 

 (6) 破産者で復権を得ない者 

 (7) 兵庫県における不動産の売却に係る契約手続において次の事項に該当すると認められる者で、その事実

があった後、２年間を経過しない者 

なお、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様

とする。 

  ア 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは

不正の利益を得るために連合した者 

   イ 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者 

  ウ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  エ アからウまでのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、

支配人その他の使用人として使用した者 

 (8) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する

暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者 

 (9) 売払物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に

規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しようと

する者 
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 (10) 破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）に基づくところの破壊的団体及び当該団体の役員又は構成員 

 (11) 日本語を完全に理解できない者 

 (12) 兵庫県インターネット公有財産売却ガイドライン並びにヤフー株式会社が定めるオークションに関連す

る規約及びガイドラインの内容を承諾しない、又は遵守できない者 

 (13) 公有財産の買受けについて一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有してい

ない者 

３ 入札参加申込み 

 (1) 仮申込み 

   一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめヤフー株式会社が提供するインターネット公有財産

売却システム（以下「公有財産売却システム」という。）により参加の仮申込みの手続を行うこと。 

 (2) 申込手続 

   一般競争入札の申込手続は、(1)により参加の仮申込手続を完了した後、(3)で掲げる受付期間内に所定

の申込書により兵庫県企画県民部管理局管財課財産管理班に一般競争入札への参加を申し込むものとする。 

   なお、申込みに当たっては、入札保証金を納付しなければならない。 

 (3) 受付期間 

令和元年７月17日（水）から同年８月１日（木）まで（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後

５時まで。ただし、令和元年７月17日（水）にあっては午後１時からとする。 

郵送等の場合は、令和元年８月１日（木）消印有効とする。 

４ 入札説明書（兵庫県インターネット公有財産売却ガイドライン）及び契約条項を示す場所 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

          兵庫県企画県民部管理局管財課財産管理班 

          電話（078）341－7711  内線2550・2655 

５ 入札期間、場所及び開札日時 

 (1) 入札期間 

   令和元年８月16日（金）午後１時から同月23日（金）午後１時まで 

 (2) 入札場所 

   公有財産売却システム上 

 (3) 開札日時 

   令和元年８月23日（金）午後１時経過後直ちに行う。 

６ 入札方法 

  公有財産売却システムにより入札価格を登録する（郵送による入札書の提出は認めない。）。 

  なお、この登録は１回に限り行うことができる。 

７ 入札保証金 

 (1) 入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上で１の表中に掲げる額とする。 

 (2) 入札保証金は、入札する前に金融機関から指定口座へ振り込むこと。 

８ 入札に関する条件 

 (1) 公有財産売却システムにより入札価格を所定の日時までに登録していること。 

 (2) 所定の額の入札保証金が納付されていること。 

 (3) 入札者又はその代理人が同一事項について２以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してし

た入札でないこと。 

 (4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

９ 入札の無効  

  入札参加資格がない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

10  入札についての照会先 

    兵庫県企画県民部管理局管財課財産管理班 

    電話（078）341－7711  内線2550・2655 

 

令和元年度兵庫県看護功績賞表彰 

 兵庫県看護功績賞規則（昭和42年兵庫県規則第44号）第２条の規定により、令和元年７月18日に次の者を表

彰した。   
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  令和元年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 氏名及び住所 

    氏   名    住   所 

井 田 久留美  神戸市東灘区 

宇 野 さつき  神戸市中央区 

大 槻 秀 美  丹波市 

岡 山 多 寿  加古川市 

加 地 靖 子  西宮市 

木 戸 泰 子  尼崎市 

衣 川 千代美  朝来市 

黒 﨑 里 美  明石市 

郷 原 寛 子  尼崎市 

小 林 孝 代  加東市 

佐々木 初 美  神戸市北区 

首 藤 正 子  大阪市 

高 田 としみ  加西市 

高 田 晴 美  西脇市 

髙 味 紀 子  尼崎市 

高 峰 三代子  加古川市 

立 部   巴  神戸市灘区 

田 淵 誠 子  赤穂郡 

永 翁 雅 子  三田市 

長 田 正 子  明石市 

橋 本 弘 子  神戸市兵庫区 

橋 本 みどり  朝来市 

古 川 真 里  神戸市西区 

堀 池   香  尼崎市 

松 本 淳 子  加東市 

２ 功績内容 

  看護の重要性を深く認識し、博愛と奉仕の精神をもってその職務に精励し、看護の発展向上に多大な功績

があった。 

 

肥料の登録 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第７条の規定により、次のとおり肥料を登録した。 

 令和元年７月19日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

登録番号 
肥料の種類及び名

称 
保証成分量 

その他の

規格 

生産業者の氏名又は名称 

及び住所 

登 録 

年月日 

兵庫県肥

料登録第

1733号 

ひまし油かす及び

その粉末 

粒状ひまし油粕 

窒素全量    8.0％

りん酸全量   3.0％

加里全量     1.0％

該当なし

 

大和肥料株式会社 

尼崎市浜１丁目２番30号 

平成31年

２月19日

兵庫県肥

料登録第

1734号 

混合有機質肥料 

64混合有機質肥料 

窒素全量    6.0％

りん酸全量   4.0％

公定規格

のとおり

トミクラ産業株式会社 

姫路市花田町高木209番地

の１ 

令和元年

５月27日
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肥料の登録の有効期間の更新 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により、次のとおり肥料の有効期間を更新した。 

 令和元年７月19日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

登録番号 
肥料の種類及び名

称 
保証成分量 

その他の

規格 

生産業者の氏名又は名称 

及び住所 

登録の有

効期限 

兵庫県肥

料登録第

1444号 

なたね油かす及び

その粉末 

粒状なたね油粕 

窒素全量   5.3％

りん酸全量   2.0％

加里全量   1.0％

該当なし 片倉コープアグリ株式会社 

東京都千代田区九段北一丁

目８番10号 

令和７年

２月23日

兵庫県肥

料登録第

1460号 

混合有機質肥料 

54混合有機質肥料 

窒素全量   5.0％

りん酸全量   4.0％

 

公定規格

のとおり

同  上 令和４年

７月26日

 

兵庫県肥

料登録第

1463号 

混合有機質肥料 

有機混合肥料１号 

窒素全量   2.5％

りん酸全量   4.5％

加里全量   1.5% 

同 上 三興株式会社 

大阪府吹田市西御旅町７番

16号 

令和７年

８月13日

兵庫県肥

料登録第

1531号 

副産動物質肥料 

粉末膠かす１号 

 

窒素全量  14.3％

 

 

同 上 株式会社平成化成 

加東市永福1777番地の56 

令和４年

３月15日

 

兵庫県肥

料登録第

1592号 

副産動物質肥料 

アミテック・ワン 

窒素全量   7.5％

 

 

同 上 同  上 同   年

4 月 2 2 日

兵庫県肥

料登録第

1593号 

副産動物質肥料 

液状かつお１号 

窒素全量   7.5％

 

同 上 同  上 同   上

 

兵庫県肥

料登録第

1594号 

なたね油かす及び

その粉末 

菜種油かす粉末 

窒素全量   5.3％

りん酸全量   2.0％

加里全量     1.0％

該当なし 昭和産業株式会社 

東京都千代田区内神田２丁

目２番１号 

令和７年

４月22日

兵庫県肥

料登録第

1618号 

乾燥菌体肥料 

森永乾燥菌体ＣＭ 

窒素全量   4.0％

りん酸全量   2.0％

 

公定規格

のとおり

森永乳業株式会社 

東京都港区芝５丁目33番１

号 

令和４年

３月８日

 

兵庫県肥

料登録第

1651号 

副産動物質肥料 

液状副産動物質肥

料ゼラチンＨＡ６ 

窒素全量   6.0％

 

同 上 寺脇産業株式会社 

姫路市実法寺67番地の１ 

同  年

２月４日

兵庫県肥

料登録第

1655号 

混合有機質肥料 

醗酵副産肥料Ｓペ

レット 

窒素全量   3.0％

りん酸全量   3.0％

加里全量     1.0％

同 上 片倉コープアグリ株式会社 

東京都千代田区九段北一丁

目８番10号 

同   年

６月13日

兵庫県肥

料登録第

1656号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料６

号 

窒素全量   3.3％

りん酸全量   2.9％

加里全量    1.3％

同 上 三興株式会社 

大阪府吹田市西御旅町７番

16号 

令和７年

７月31日

兵庫県肥

料登録第

1657号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料７

号 

窒素全量   3.0％

りん酸全量   3.1％

加里全量     1.4％

同 上 同  上 同   上
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兵庫県肥

料登録第

1658号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料８

号 

窒素全量   2.5％

りん酸全量   3.8％

加里全量   2.3％

同 上 同  上 令和４年

７月31日

 

兵庫県肥

料登録第

1678号 

魚廃物加工肥料 

４．０魚廃物加工

肥料 

窒素全量   4.0％

りん酸全量   2.0％

 

同 上 有限会社瀬賀商店 

姫路市四郷町見野201番地 

同   年

２月７日

兵庫県肥

料登録第

1680号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料９

号 

窒素全量   2.9％

りん酸全量   3.2％

加里全量   1.9％

同 上 三興株式会社 

大阪府吹田市西御旅町７番

16号 

令和７年

３月22日

兵庫県肥

料登録第

1681号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料10

号 

窒素全量   3.0％

りん酸全量   3.1％

加里全量   1.9％

同 上 同  上 同   上

兵庫県肥

料登録第

1682号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料11

号 

窒素全量   3.3％

りん酸全量   3.0％

加里全量   1.9％

同 上 同  上 同   上

兵庫県肥

料登録第

1686号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料12

号 

窒素全量   3.7％

りん酸全量   2.4％

加里全量   1.3％

同 上 同  上 令和７年

５月８日

兵庫県肥

料登録第

1687号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料13

号 

窒素全量   5.6％

りん酸全量   1.5％

加里全量   1.0％

同 上 同  上 同   上

 

兵庫県肥

料登録第

1688号 

混合有機質肥料 

混合有機質肥料14

号 

窒素全量   4.5％

りん酸全量   2.0％

加里全量   1.5％

同 上 同  上 同   上

 

兵庫県肥

料登録第

1692号 

副産動物質肥料 

液状副産動物質肥

料ゼラチンＨＡ

７．５ 

窒素全量   7.5％

 

同 上 寺脇産業株式会社 

姫路市実法寺６７番地の１ 

令和４年

６月13日

兵庫県肥

料登録第

1694号 

混合有機質肥料 

混合有機（ＤＫ） 

窒素全量   6.0％

りん酸全量   8.5％

同 上 トミクラ産業株式会社 

姫路市花田町高木209番地

の１ 

同  年

７月３日

 

 

肥料の登録事項の変更の届出  

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第13条の規定により、次のとおり肥料の登録事項の変更について届出が

あった。 

 令和元年７月19日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

登録番号 
肥料の種類及び 

名称 

生産業者の氏名又は名

称及び住所 
変更事項 

変更前 変 更 

年月日 変更後 



令和元年７月19日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 24 号 

8 

 

兵庫県肥

料登録第

1533号 

副産石灰肥料 

カルテック・カ

ルシウム 

株式会社カルテック 

丹波篠山市郡家87番地

10 

住所の変更 

 

篠山市郡家87番地10 令和元年

５月20日

 
丹波篠山市郡家87番

地10 

兵庫県肥

料登録第

1723号 

化成肥料 

くみあい有機入

り粒状複合653 

三興株式会社 

大阪府吹田市西御旅町

７番16号 

肥料の名称

変更 

 

有機入り粒状複合肥

料653号Ｃ 

平成31年

２月13日

くみあい有機入り粒

状複合653 

 

 

肥料の登録の失効 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第14条の規定により、次のとおり肥料登録は失効した。 

 令和元年７月19日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

登録番号 肥料の種類 肥料の名称 生産業者の氏名又は名称及び住所 

兵庫県肥料登録 

第1636号 

副産動物質肥料 

 

豚皮肥料 

 

旭陽化学工業株式会社 

姫路市網干区福井４５番地 

 

 

肥料の検査結果の概要 

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第30条第７項の規定により収去させた肥料の検査結果の概要を次のとお

り公表する。 

 令和元年７月19日 

 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

平成31年３月分 

１ 普通肥料 

肥料の種類等 保証票添付者 肥料の名称

検 査 の 概 要 

備 考分 析 検 査 
保証票 

の検査 

その他 

の検査 項 目 指摘事項

魚かす粉末 
安見産業株式

会社 

竹印７．０魚

かす粉末 

主成分―ＴＮ、 

ＴＰ 
    

副産石灰肥料 
トーヨーカセ

イ株式会社 

粒状副産石灰

肥料 

主成分―ＡＬ、 

ＣＭＧ 
    

混合有機質肥

料 

アグリジイテ

イ株式会社 
ＶＳゆめ 

主成分―ＴＮ、 

ＴＰ、ＴＫ 

ＴＰが保

証成分以

下 

   

 

２ 特殊肥料 
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肥料の指定名 

生産業者、輸

入業者若しく

は販売業者又

は表示者 

届出名（及び

商品名） 

検 査 の 結 果 

備 考ＴＮ 

 

（％）

ＴＰ 

 

（％）

ＴＫ 

 

（％）

Ｃ/Ｎ

 

 

水分 

 

（％） 

その他 

の検査 

堆肥 
みのり農業協

同組合 
牛ふん堆肥 1.2 1.8 1.8 16    

堆肥 
神戸畜産株式

会社 
わかば 1.3 1.7 1.9 13 52.6   

堆肥 
三木バイオテ

ック株式会社 
南の光 1.9 0.9 0.7 13    

堆肥 
有限会社村上

ポートリー 
醗酵鶏糞 3.9 3.5 2.0 5    

堆肥 
ハリマ農業協

同組合 
ネオコンポ 0.9 1.5 2.0 21   

正味重

量表示

以下 

備考１ 分析検査の欄及びその他の検査の欄は、検査対象荷口全体の肥料を代表し得るように必要袋数（ばらの場合

には、必要部位数）を抽出し、混合した試料１点について検査した結果である。 

  ２ 分析検査を実施した成分の略号は、次のとおりである。 

    ＴＮ―窒素全量、ＴＰ―りん酸全量、ＴＫ―加里全量、ＡＬ―アルカリ分、ＣＭＧ―く溶性苦土、 

Ｃ／Ｎ―窒素炭素比、水分―水分含有量 

 

  大規模小売店舗の新設に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の規定により、次のとお

り大規模小売店舗の新設の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対し、

意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和元年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 （仮称）ライフ西宮芦原店 

    所在地 西宮市芦原町24―５ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  名称 株式会社ライフコーポレーション 

  住所 東京都中央区日本橋本町三丁目６番２号 

  代表者の氏名 岩 崎 高 治 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称 株式会社ライフコーポレーション 

  住所 東京都中央区日本橋本町三丁目６番２号 

  代表者の氏名 岩 崎 高 治 
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４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和２年２月27日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

1,713平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の収容台数 

48台 

(2) 駐輪場の収容台数 

86台 

 (3) 荷さばき施設の面積 

45.6平方メートル 

 (4)  廃棄物等の保管施設の容量 

9.5立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1)  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

開店時刻 午前７時 

閉店時刻 翌午前２時 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

午前６時30分から翌午前２時30分まで 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数 

出入口１箇所 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

午前６時から午後10時まで 

８ 届出年月日 

  令和元年６月26日 

９ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり建築課 

(2) 縦覧期間 

  令和元年７月19日から４月間 

10 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限  

令和元年11月19日 

(2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

 

   大規模小売店舗の新設に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の規定により、次のとお

り大規模小売店舗の新設の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対し、

意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和元年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 （仮称）ハローズ姫路香寺店 

    所在地 姫路市香寺町犬飼527番１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
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  名称 株式会社ハローズ 

  住所 広島県福山市南蔵王町六丁目26番７号 

  代表者の氏名 佐 藤 利 行 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称        住所                 代表者の氏名 

株式会社ハローズ  広島県福山市南蔵王町六丁目26番７号  佐 藤 利 行 

外未定１者 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和２年２月25日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

3,414.7平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の収容台数 

165台 

(2) 駐輪場の収容台数 

98台 

 (3) 荷さばき施設の面積 

133.2平方メートル 

 (4)  廃棄物等の保管施設の容量 

22.4立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

小売業を行う者の名称 開店時刻 閉店時刻 

株式会社ハローズ 24時間 

外未定１者 午前８時 午後10時 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

24時間 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数 

出入口２箇所、出口１箇所、入口１箇所 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

午前６時から午後10時まで 

８ 届出年月日 

  令和元年６月24日 

９ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第１

課 

(2) 縦覧期間 

  令和元年７月19日から４月間 

10 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限  

令和元年11月19日 

(2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

 

  大規模小売店舗の新設に関する届出 
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 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の規定により、次のとお

り大規模小売店舗の新設の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対し、

意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和元年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 （仮称）ホームセンターコーナン新今宿店 

    所在地 姫路市東今宿一丁目1410番ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  名称 コーナン商事株式会社 

  住所 堺市西区鳳東町四丁401番地１ 

  代表者の氏名 疋 田 直太郎 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称 コーナン商事株式会社 

  住所 堺市西区鳳東町四丁401番地１ 

  代表者の氏名 疋 田 直太郎 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和２年２月20日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

5,592平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の収容台数 

146台 

(2) 駐輪場の収容台数 

36台 

 (3) 荷さばき施設の面積 

98.4平方メートル 

 (4)  廃棄物等の保管施設の容量 

31立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1)  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

開店時刻 午前６時 

閉店時刻 午後10時 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

午前５時30分から午後10時30分まで 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数 

出入口１箇所、出口１箇所、入口１箇所 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

午前６時から午後10時まで 

８ 届出年月日 

  令和元年６月19日 

９ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第１

課 

(2) 縦覧期間 

  令和元年７月19日から４月間 
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10 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限  

令和元年11月19日 

(2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

 

   大規模小売店舗の廃止に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第５項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の廃

止の届出があった。 

令和元年７月19日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 ダイエーグルメシティ小林店 

    所在地 宝塚市福井町32―28 

２ 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 

1,460平方メートル 

３ 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 

964平方メートル 

４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日 

  令和元年８月１日 

５ 届出年月日 

  令和元年７月３日 

 

都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和元年７月19日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

高砂市北濵町牛谷字大池ノ元111番１、113番１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

高砂市阿弥陀町魚橋1016番地の１ 

有限会社大成住建 代表取締役 段 畑 幸 彦 

３ 許可年月日及び許可番号 

令和元年６月６日 

兵庫県指令東播（加土）（建）第１―24―２号（30高砂） 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和元年７月19日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  赤穂市中広字尾崎道下462番１、462番３、465番、466番、467番、478番２ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  東京都千代田区二番町８番地８ 

株式会社セブン・イレブン・ジャパン 代表取締役 古 屋 一 樹 



令和元年７月19日 金曜日   兵 庫 県 公 報          第 24 号 

14 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成31年２月20日 

   兵庫県指令中播(姫土)（建）第１―28号（30赤穂） 

 

令和２年度兵庫県立森林大学校入学試験の実施 

 兵庫県立森林大学校管理規則（平成28年兵庫県規則第38号）第７条第２項の規定により、令和２年度兵庫県

立森林大学校入学試験を次のとおり実施する。 

  令和元年７月19日 

兵庫県立森林大学校長 築 山 佳 永  

１ 定員、募集方法等 

 (1) 定員 20名 

 (2) 募集方法 

  ア 学校推薦入学試験（募集人員は定員の半数程度） 

  イ 前期一般入学試験（募集人員はイ、ウ及びエを合わせて定員の半数程度） 

  ウ 前期事業体推薦入学試験（募集人員はイ、ウ及びエを合わせて定員の半数程度） 

  エ 前期自己推薦入学試験（募集人員はイ、ウ及びエを合わせて定員の半数程度） 

  オ 後期一般入学試験（募集人員は若干名。ただし、アからエまでの試験の合格者で定員に達した場合は

実施しないことがある。） 

カ 後期事業体推薦入学試験（募集人員は若干名。ただし、アからエまでの試験の合格者で定員に達した

場合は実施しないことがある。） 

  キ 後期自己推薦入学試験（募集人員は若干名。ただし、アからエまでの試験の合格者で定員に達した場

合は実施しないことがある。） 

 (3) 課程 

   森林林業専門課程  

２ 教育期間 

  ２箇年 

３ 入学試験 

(1)  学校推薦入学試験 

ア  試験日時 

令和元年11月８日（金）午前９時50分から 

イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―1 

兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

 (ｱ) 筆記試験（小論文） 

 (ｲ) 面接試験 

エ 受験資格 

    次の全ての条件を満たす人 

 (ｱ) 本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和２年４月１日現在）の人

で、次のいずれかに該当する人 

ａ 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する高等学校を卒業した人（令和２年３月卒業見込の

人を含む。） 

ｂ 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

 (ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

ａ 当該高等学校等の長が責任をもって推薦できる人 

ｂ 学業成績は、調査書の評価平均で3.0以上であること。 

ｃ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、林業分野へ

の就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

ｄ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人 

オ 受験手続      
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 (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票 

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（角型２号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、120円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書 

出身高等学校等の長が作成し、厳封したものであること。 

ｆ 推薦書 

出身高等学校等の長の推薦書 

 (ｳ) 提出期間 

令和元年10月７日（月）から同月25日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時か

ら午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、同日（金）の消印まで有効とする。 

 (ｴ) 提出先 

〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 

令和元年11月15日（金）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

キ  受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

(2) 前期一般入学試験 

ア 試験日時 

令和元年12月13日（金）午前９時50分から 

イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

(ｱ) 筆記試験 

ａ 小論文 

ｂ 数学Ｉ 

(ｲ) 面接試験 

エ  受験資格 

本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和２年４月１日現在）の人で、

次のいずれかに該当する人 

(ｱ) 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和２年３月卒業見込の人を含む。） 

(ｲ) 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

オ 受験手続 
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 (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票 

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（角型２号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、120円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであること。ただし、高

等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明書を提出できない人は、当該試

験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

 (ｳ) 提出期間 

    令和元年11月11日（月）から同月29日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時か

ら午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、同日（金）の消印まで有効とする。 

 (ｴ) 提出先 

    〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772－１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 

令和元年12月20日（金）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

キ 受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

(3) 前期事業体推薦入学試験 

ア 試験日時 

令和元年12月13日（金）午前９時50分から 

イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

 (ｱ) 筆記試験（小論文） 

 (ｲ) 面接試験 

エ 受験資格 

    次の全ての条件を満たす人 

 (ｱ) 本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和２年４月１日現在）の人

で、次のいずれかに該当する人 

ａ 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和２年３月卒業見込の人を含む。） 

ｂ 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

 (ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

ａ 林業分野の事業体の長が責任をもって推薦できる人 
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ｂ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、林業分野へ

の就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

ｃ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人 

オ 受験手続      

 (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票  

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（角型２号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、120円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであること。ただし、高

等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明書を提出できない人は、当該試

験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

ｆ 推薦書 

林業分野の事業体の長の推薦書 

 (ｳ) 提出期間 

令和元年11月11日（月）から同月29日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時か

ら午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、同日（金）の消印まで有効とする。 

 (ｴ) 提出先 

〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 

令和元年12月20日（金）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

キ  受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

(4) 前期自己推薦入学試験 

ア 試験日時 

令和元年12月13日（金）午前９時50分から 

イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

 (ｱ) 筆記試験（小論文） 

 (ｲ) 面接試験 

エ 受験資格 

    次の全ての条件を満たす人 
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 (ｱ) 本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和２年４月１日現在）の人

で、次のいずれかに該当する人 

ａ 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和２年３月卒業見込の人を含む。） 

ｂ 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

 (ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

ａ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、林業分野へ

の就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

ｂ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人 

オ 受験手続      

 (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票  

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（角型２号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、120円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであること。ただし、高

等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明書を提出できない人は、当該試

験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

ｆ 推薦書 

自己推薦書 

 (ｳ) 提出期間 

令和元年11月11日（月）から同月29日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時か

ら午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、同日（金）の消印まで有効とする。 

 (ｴ) 提出先 

〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 

令和元年12月20日（金）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

キ  受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

 (5) 後期一般入学試験 

ただし、(1)から(4)までの試験の合格者で定員に達した場合は実施しないことがある。 

ア 試験日時 

令和２年３月16日（月）午前９時50分から 

イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―１ 
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兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

 (ｱ) 筆記試験 

ａ 小論文 

ｂ 数学Ｉ 

 (ｲ) 面接試験 

エ  受験資格 

本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和２年４月１日現在）の人で、

次のいずれかに該当する人 

 (ｱ) 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和２年３月卒業見込の人を含む。） 

 (ｲ) 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

オ 受験手続 

 (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票 

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（角型２号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、120円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであること。ただし、高

等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明書を提出できない人は、当該試

験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

 (ｳ) 提出期間 

    令和２年２月12日（水）から同年３月２日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９

時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、同日（月）の消印まで有効と

する。 

 (ｴ) 提出先 

〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 

令和２年３月23日（月）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

キ 受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

(6) 後期事業体推薦入学試験 

ただし、(1)から(4)までの試験の合格者で定員に達した場合は実施しないことがある。 

ア 試験日時 

令和２年３月16日（月）午前９時50分から 
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イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

 (ｱ) 筆記試験（小論文） 

 (ｲ) 面接試験 

エ 受験資格 

    次の全ての条件を満たす人 

 (ｱ) 本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和２年４月１日現在）の人

で、次のいずれかに該当する人 

ａ 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和２年３月卒業見込の人を含む。） 

ｂ 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

 (ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

ａ 林業分野の事業体の長が責任をもって推薦できる人 

ｂ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、林業分野へ

の就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

ｃ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人 

オ 受験手続      

 (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票  

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（角型２号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、120円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであること。ただし、高

等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明書を提出できない人は、当該試

験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

ｆ 推薦書 

林業分野の事業体の長の推薦書 

 (ｳ) 提出期間 

令和２年２月12日（水）から同年３月２日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９

時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、同日（月）の消印まで有効と

する。 

 (ｴ) 提出先 

〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 

令和２年３月23日（月）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電
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話による問合せには一切応じない。 

キ  受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

(7) 後期自己推薦入学試験 

ただし、(1)から(4)までの試験の合格者で定員に達した場合は実施しないことがある。 

ア 試験日時 

令和２年３月16日（月）午前９時50分から 

イ 試験場所 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

ウ 試験科目 

 (ｱ) 筆記試験（小論文） 

 (ｲ) 面接試験 

エ 受験資格 

    次の全ての条件を満たす人 

 (ｱ) 本県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和２年４月１日現在）の人

で、次のいずれかに該当する人 

ａ 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和２年３月卒業見込の人を含む。） 

ｂ 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

 (ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

ａ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、林業分野へ

の就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

ｂ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人 

オ 受験手続      

 (ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル×横33.2セ

ンチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、250円分の切手を貼り付けたもの）を

同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

 (ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通知書に記載す

る期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票  

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付けること。受験当

日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（角型２号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、120円分の切手を貼り付けた

ものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであること。ただし、高

等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明書を提出できない人は、当該試

験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

ｆ 推薦書 

自己推薦書 

 (ｳ) 提出期間 

令和２年２月12日（水）から同年３月２日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９
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時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、同日（月）の消印まで有効と

する。 

 (ｴ) 提出先 

〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 兵庫県立森林大学校 

カ 合格発表 

令和２年３月23日（月）午前10時に兵庫県立森林大学校掲示板において掲示するとともに、同日同時

刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

キ  受験についての問合せ先 

兵庫県立森林大学校 

電話（0790）72－2700 

公 安 委 員 会 告 示 

兵庫県公安委員会告示第77号 

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の29第１項の規定により、次のとおり令和元年７月２日付けで

地域交通安全活動推進委員に委嘱したので、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会

に関する規則（平成２年国家公安委員会規則第７号）第１条第２項の規定により公示する。 

  令和元年７月19日 

兵庫県公安委員会       

委員長 豊 川 輝  

委嘱をした者 

氏   名 連     絡     先 活 動 区 域 

森   良 治 飾磨警察署（079）235－0110        飾磨警察署の管轄区域 
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